
改正漁業法施行後の漁業許可手続き

許
可

①継続許可の場合（現に許可を受けている者）

継続申請

公示
・許可隻数
・制限措置
など

②新規許可の場合
継続を認めない漁業許可の更新
の場合

適
格
性
等
の
審
査

許可
申請

公示
隻数内

公示
隻数超

許
可
基
準
の
審
査 不

許
可

公示のイメージ

資料１－３

例：許可隻数が１０隻で公示された漁業許可申請

申請数
５隻

許可
１０隻許

可
基
準

の
審
査

不許可
１０隻

許可
５隻

申請数
２０隻

ケース①申請数が公示隻数内

ケース②申請数が公示隻数を超える

公示
許可隻数
（10）

②継続を認めない漁業許可の場合①新規許可の場合

現行
許可数

100

公示
新規許可隻数
（10+α）

公示不要
継続許可

2020年 許可の更新年

+α

100
10

1隻
廃業

2020年

1

9

現行
許可数

現に許可を
受けている者

かつら網漁業

地びき網漁業

小型定置網漁業

潜水器漁業

あわび漁業

なまこ漁業

中型まき網漁業

小型まき網漁業

小型機船底びき網漁

まき刺網漁業

機船船びき網漁業

こぎ刺網漁業

かご網漁業

小型いかつり漁業（県内）

固定式さし網漁業

すくい網漁業

しいらつけ漁業

10

90

10隻
廃業

許可の更新年



漁業許可の手続き

許
可

①継続許可の場合（現に許可を受けている者）

継続申請

公示
・許可隻数
・制限措置
など

②新規許可の場合
継続許可でない場合

適
格
性
等
の
審
査

許可
申請

公示
定数内

公示
定数超

許
可
基
準
の
審
査 不

許
可

例：許可定数が１０隻で公示された漁業許可申請

申請数
５隻

許可
１０隻許

可
基
準

の
審
査

不許可
１０隻

許可
５隻

申請数
２０隻

ケース①申請数が公示定数内

ケース②申請数が公示定数を超える



漁業許可の手続き

許可

①継続許可の場合（現に許可を受けている者）

継続申請

公示
・許可隻数
・許可内容
など

②新規許可の場合
継続許可でない場合（※）

適
格
性
等
の
審
査

許可
申請

公示定数内

公示定数超
許
可
基
準
の
審
査

不許可

公示のイメージ

現行許可数

100
90

10

公示
許可隻数（10）

10隻
廃業

公示不要
継続許可

2020年 2023年
（許可の更新）

①新規許可の場合

現行許可数

100
90

10
10隻
廃業

2020年 2023年
（許可の更新）

公示
許可隻数
（100）

②継続許可でない場合（※）

（※）地びき網漁業、小型定置網漁業（ふくろ網、ます網、小型定置）
潜水器漁業、あわび漁業、なまこ漁業

資料１－２

現に許可を受けている者



漁業許可の手続き

許可

①継続許可の場合（現に許可を受けている者）

継続申請

公示
・許可隻数
・許可内容
など

②新規許可の場合
継続許可でない場合（※）

適
格
性
等
の
審
査

許可
申請

公示定数内

公示定数超
許
可
基
準
の
審
査

不許可

公示のイメージ

現行許可数

100
90

10

公示
許可隻数（10）

10隻
廃業

公示不要
継続許可

2020年 2023年
（許可の更新）

①新規許可の場合

現行許可数

100
90

10
10隻
廃業

2020年 2023年
（許可の更新）

公示
許可隻数
（100）

②継続許可でない場合（※）

（※）地びき網漁業、小型定置網漁業（ふくろ網、ます網、小型定置）
潜水器漁業、あわび漁業、なまこ漁業

資料１－２

現に許可を受けている者



例１：申請数が公示定数内

例２：申請数が公示定数以上

漁業許可の手続き

許可

①継続許可の場合（現に許可を受けている者）

継続申請

公示
・許可隻数
・許可内容
など

②新規許可の場合
継続許可でない場合（※）

適
格
性
等
の
審
査

許可
申請

公示定数内

公示定数超 許
可
基
準
の
審
査

不許可

公示を行う許可手続きイメージ

公示
許可隻数
（100）

②継続許可でない場合（※）

（※）地びき網漁業、小型定置網漁業（ふくろ網、ます網、小型定置）
潜水器漁業、あわび漁業、なまこ漁業

資料１－２

申請数
５

許可
１０許

可
基
準

の
審
査

不許可
１０

①新規許可の場合

現行
許可数

100

公示
新規許可

10隻
廃業

公示不要
継続許可

2020年 2023年
（許可の更新）

10

90

許可
５

申請数
２０

100

10隻
廃業

2020年

10

90

2023年
（許可の更新）



漁業許可の手続き

許可

①継続許可の場合（現に許可を受けている者）

継続申請

公示
・許可隻数
・制限措置
など

②新規許可の場合
継続許可でない場合（※）

適
格
性
等
の
審
査

許可
申請

公示定数内

公示定数超 許
可
基
準
の
審
査

不許可

公示を行う漁業許可手続きイメージ

資料１－２

例：許可定数が１０隻で公示された漁業許可申請

申請数
５隻

許可
１０隻許

可
基
準

の
審
査

不許可
１０隻

許可
５隻

申請数
２０隻

ケース①申請数が公示定数内

ケース②申請数が公示定数を超える
公示

許可隻数
（10）

②継続許可でない場合（※）①新規許可の場合

現行
許可数

100

公示
新規許可
隻数（10）

公示不要
継続許可

2020年 2023年
（許可の更新）

10

100
10

1隻
廃業

2020年

1

9

2023年
（許可の更新）

現行
許可数

※継続許可でない漁業
地びき網漁業、潜水器漁業、あわび漁業、なまこ漁業
小型定置網漁業（ふくろ網、ます網、 小型定置）

現に許可を
受けている者


